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○岐阜県県営住宅条例施行規則 

昭和三十六年一月十三日規則第六号 

改正 

昭和三八年三月二六日規則第二二号 

昭和四〇年四月一三日規則第三六号 

昭和四三年七月二日規則第八三号 

昭和四三年一一月五日規則第一一四号 

昭和四五年四月一日規則第四六号 

昭和五〇年二月一日規則第一〇号 

昭和五〇年三月三一日規則第二四号 

昭和五〇年一一月一一日規則第一三二号 

昭和五二年四月一日規則第五〇号 

昭和五四年四月一日規則第三七号 

昭和五四年一一月一日規則第一一三号 

昭和五七年四月一日規則第四三号 

昭和五八年二月二二日規則第四号 

昭和六一年七月一日規則第五三号 

昭和六三年四月一日規則第二三号 

平成元年一一月二四日規則第七七号 

平成九年三月一〇日規則第四号 

平成一〇年三月一二日規則第六号 

平成一六年九月一四日規則第八〇号 

平成一六年一二月二八日規則第一二二号 

平成一八年三月三一日規則第二二号 

平成一九年八月三〇日規則第七〇号 

平成二四年三月三〇日規則第一七号 

平成二四年八月一日規則第五八号 

平成二四年一二月二五日規則第八一号 

平成二五年六月一日規則第七七号 

平成二五年一二月三日規則第一〇二号 
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平成二六年一〇月一日規則第八八号 

平成二九年一月四日規則第一号 

平成二九年 六月三〇日規則第七二号 

平成二九年一二月二八日規則第一〇三号 

平成三一年 二月一二日規則第四号 

令和 二年 三月一三日規則第一八号 

令和 三年 三月三一日規則第一四三号 

令和 三年 六月一八日規則第一九一号 

令和 五年一二月一二日規則第七八号 

岐阜県県営住宅管理条例施行規則をここに公布する。 

岐阜県県営住宅条例施行規則 

目次 

第一章 総則（第一条） 

第二章 公営住宅の管理（第一条の二―第十七条） 

第三章 特定公共賃貸住宅の管理（第十八条―第二十一条） 

第三章の二 特別賃貸住宅の管理（第二十一条の二―第二十一条の四） 

第四章 社会福祉法人等による公営住宅の使用（第二十二条―第二十六条） 

第五章 補則（第二十七条―第三十一条） 

付則 

第一章 総則 

（趣旨） 

第一条 この規則は、岐阜県県営住宅条例（昭和三十五年岐阜県条例第二号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

第二章 公営住宅の管理 

（入居者の資格） 

第一条の二 条例第四条の高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として

規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい

障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は

受けることが困難であると認められる者を除く。 

一 六十歳以上の者 
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二 障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第二条第一号に規定する障害者でその障害の

程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの 

イ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和二十五年厚生省令第十五号）別表第五号の一

級から四級までのいずれかに該当する程度 

ロ 精神障害（知的障害を除く。以下同じ。） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施

行令（昭和二十五年政令第百五十五号）第六条第三項に規定する一級から三級までのいずれ

かに該当する程度 

ハ 知的障害 ロに規定する精神障害の程度に相当する程度 

三 戦傷病者特別援護法（昭和三十八年法律第百六十八号）第二条第一項に規定する戦傷病者で

その障害の程度が恩給法（大正十二年法律第四十八号）別表第一号表ノ二の特別項症から第六

項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症であるもの 

四 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）第十一条第一項の規

定による厚生労働大臣の認定を受けている者 

五 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第六条第一項に規定する被保護者又は中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成六年法律第三十号）第十四条第一項に規定する支援給付（中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成十

九年法律第百二十七号）附則第四条第一項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成二十五年法律第百六号）附則第二

条に規定する支援給付を含む。）を受けている者 

六 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの 

七 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成十三年法律第六十三

号）第二条に規定するハンセン病療養所入所者等 

八 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成十三年法律第三十一号。以

下この号において「配偶者暴力防止等法」という。）第一条第二項に規定する被害者でイ又は

ロのいずれかに該当するもの 

イ 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第

五条の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者 

ロ 配偶者暴力防止等法第十条第一項（同法第二十八条の二において読み替えて準用する場合

を含む。）の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じ
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た日から起算して五年を経過していないもの 

九 被災市街地復興特別措置法（平成七年法律第十四号）第二十一条又は福島復興再生特別措置

法（平成二十四年法律第二十五号）第四十条の規定により公営住宅法（昭和二十六年法律第百

九十三号。以下「法」という。）第二十三条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者 

２ 条例第四条第一号イ(２)の規則で定める程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、それぞ

れ当該各号に定める障害の程度であるものとする。 

一 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する

程度 

二 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に規定する一級又

は二級のいずれかに該当する程度 

三 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度 

３ 条例第四条第一号イ(７)の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

一 公営住宅に入居しようとする者又は同居親族（現に同居し、又は同居しようとする親族をい

う。以下同じ。）のいずれかが第一項第三号、第四号、第六号又は第七号の規定に該当する者 

二 法第八条第一項若しくは第三項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関す

る法律（昭和三十七年法律第百五十号）第二十二条第一項の規定による国の補助に係る公営住

宅又は法第八条第一項各号のいずれかに該当する場合において県が災害により滅失した住宅に

居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる公営住宅に入居しようとする者（当該災害

発生の日から三年間は、当該災害により住宅を失つた者に限る。） 

（入居の申込み） 

第二条 条例第五条の規定による公営住宅の入居の申込み（第十条において「入居の申込み」とい

う。）は、県営住宅入居申込書（別記第一号様式）を知事に提出することにより行うものとする。 

２ 県営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 次のいずれかの書類 

イ 個人番号届出書（別記第一号様式の二）及び同意書（別記第一号様式の三） 

ロ 収入を証する書類 

二 納税証明書その他の県税を滞納していないことを証する書類 

三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

（優先入居の取扱い） 

第三条 条例第八条第三号の規則で定める要件は、同居親族を有し、かつ、同居親族の全てが、配
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偶者、十八歳未満の者、六十歳以上の者又は身体障害者その他の優先的な入居を認めるにつき特

別の理由があると認められる者であることとする。 

２ 条例第八条第五号の規則で定める要件は、第一条の二第一項第二号に掲げる者（同居親族にこ

れらの者がいる者を含む。）であることとする。 

３ 条例第八条第六号の規則で定める要件は、第一条の二第一項第三号に掲げる者（同居親族にこ

れらの者がいる者を含む。）であることとする。 

（入居者の決定通知） 

第四条 条例第九条の規定による入居者の決定通知は、別記第二号様式によるものとする。 

（請書） 

第五条 条例第十条第一項第一号の規定による請書は、別記第三号様式によるものとする。 

（緊急連絡先の変更） 

第六条 入居者は、前条の請書に記載された緊急連絡先を他の者に変更したときは、遅滞なく緊急

連絡先変更届（別記第三号様式の二）を知事に提出しなければならない。 

２ 入居者は、前条の請書又は前項の緊急連絡先変更届に記載された緊急連絡先の住所、氏名又は

電話番号に変更があつたときは、遅滞なく緊急連絡先住所等変更届（別記第四号様式）を知事に

提出しなければならない。 

（入居許可取消通知） 

第七条 知事は、条例第十一条の規定により公営住宅の入居者の決定を取り消した場合には、入居

決定取消通知書（別記第五号様式）により通知するものとする。 

（入居日の通知） 

第八条 条例第十二条第一項の規定による公営住宅の入居日の通知は、別記第六号様式によるもの

とする。 

（減免申請書等） 

第九条 条例第十四条（条例第十六条第四項及び第三十六条の四において準用する場合を含む。）

の規定により家賃又は敷金の減免を受けようとする者は、家賃・敷金減免申請書（別記第七号様

式）を、家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は、家賃・敷金徴収猶予申請書（別記第八

号様式）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請があつた場合において、知事は、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を必要と認めた

ときは、家賃・敷金減免承認書（別記第九号様式）又は家賃・敷金徴収猶予承認書（別記第十号

様式）を申請者に交付するものとする。 
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（収入の申告等） 

第十条 条例第十八条第一項の規定による収入の申告は、収入報告書（別記第十一号様式）により、

毎年七月末日までにしなければならない。ただし、新たに公営住宅に入居した者（公営住宅法（昭

和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。）第四十条第一項又は第四十四条第四項に規

定する入居者を除く。次項において「新規入居者」という。）であつて、入居の申込みの際に第

二条第一項の県営住宅入居申込書に同条第二項第一号イに掲げる書類を添付したものについては、

入居した年度に限り、当該報告書を提出したものとみなす。 

２ 前項の規定にかかわらず、新規入居者であつて、入居の申込みの際に第二条第一項の県営住宅

入居申込書に同条第二項第一号ロに掲げる書類を添付したものについては、入居した年度に限り、

次の各号のいずれかの書類の提出をもつて当該報告書の提出に代えるものとする。 

一 個人番号届出書（別記第一号様式の二） 

二 収入を証する書類 

３ 知事は、第一項の収入の申告、法第三十四条に規定する収入状況の報告請求等又は条例第十八

条第三項の規定による収入の把握により認定した収入の額を、家賃通知書（別記第十二号様式）

により入居者に通知するものとする。 

４ 前項の収入の額について意見のある者は、その理由を証する書類を添えて、収入の認定に対す

る意見申出書（別記第十三号様式）を、同項の通知を受けた日から一月以内に知事に提出するこ

とができる。この場合において、当該意見に理由があると認めるときは、知事は、当該収入の額

を更正するものとする。 

５ 前各項に定めるもののほか、収入の申告及び認定に関し必要な事項は、別に定める。 

（入居者の届出等） 

第十一条 条例第二十条第一項第一号の規定による同居人の死亡又は退去の届出は、別記第十四号

様式によるものとする。 

２ 条例第二十条第一項第二号の規定による公営住宅を使用しないときの届出は、別記第十五号様

式によるものとする。 

３ 条例第二十条第二項の規定による住宅使用一時中止の承認は、別記第十六号様式によるものと

する。 

（同居の承認） 

第十二条 入居者は、条例第二十一条に規定する同居の承認を受けようとする場合は、同居承認申

請書（別記第十七号様式）を知事に提出しなければならない。 
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（入居承継の承認届） 

第十三条 条例第二十二条第一項の規定による入居承継の届出は、別記第十八号様式によるものと

する。 

２ 条例第二十二条第二項の規定による入居の承継承認の通知は、別記第十九号様式によるものと

する。 

（模様替え等の承認） 

第十四条 条例第二十三条の規定による模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、県営住宅

模様替え（増築）承認申請書（別記第二十号様式）を知事に提出しなければならない。 

（収入超過者に対する通知等） 

第十五条 知事は、条例第二十四条第一項の規定により入居者を収入超過者として認定した場合に

は、その旨を別記第二十一号様式により当該入居者に通知するものとする。 

２ 知事は、第十条第四項の規定により更正された収入の額が条例第二十四条第一項の金額を超え

ないときは、前項の認定を取り消すものとする。 

３ 前二項の規定は、高額所得者について準用する。この場合において、第一項中「第二十四条第

一項」とあるのは「第二十四条第二項」と、「別記第二十一号様式」とあるのは「別記第二十二

号様式」と、前項中「第二十四条第一項」とあるのは「第二十四条第二項」と読み替えるものと

する。 

（高額所得者に対する明渡請求） 

第十六条 条例第二十六条第一項の規定による公営住宅の明渡請求は、高額所得者に対する公営住

宅明渡請求書（別記第二十三号様式）を交付して行うものとする。 

（明渡期限の延長申請等） 

第十七条 条例第二十六条第三項の規定により明渡期限の延長を申し出ようとする者は、公営住宅

明渡期限延長申請書（別記第二十四号様式）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請があつた場合において知事は、明渡期限の延長を必要と認めたときは、公営住宅明

渡期限延長承認書（別記第二十五号様式）を申請者に交付するものとする。 

第三章 特定公共賃貸住宅の管理 

（入居者の資格） 

第十八条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成五年建設省令第十六号。以

下「特定優良賃貸住宅規則」という。）第二十六条第五号から第七号までに規定する地方公共団

体の長が定める額は、四十八万七千円とする。 
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（家賃の減額） 

第十九条 条例第三十四条の規則で定める期間は、特定公共賃貸住宅の供用開始の日から二十年間

とする。 

２ 条例第三十四条の入居者負担額は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第二条

第一号及び第二号に規定する国土交通大臣が定める算定の方法（平成五年建設省告示第千六百二

号）により、算定した額とする。 

（家賃の減額申請等） 

第二十条 条例第三十四条の規定による家賃の減額を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅

家賃減額申請書（別記第二十六号様式）により、知事に申請しなければならない。 

２ 知事は、前項に規定する申請があつた場合において、軽減を図る必要があると認めたときは、

特定公共賃貸住宅家賃減額承認書（別記第二十七号様式）により当該入居者に通知するものとす

る。 

（準用） 

第二十一条 第二条、第四条から第九条まで及び第十一条から第十四条までの規定は、特定公共賃

貸住宅について準用する。 

第三章の二 特別賃貸住宅の管理 

（入居者の資格） 

第二十一条の二 条例第三十六条の二第一号イの規則で定めるものは、ソフトピアジャパンセンタ

ー条例（平成七年岐阜県条例第四十六号）第一条に規定するソフトピアジャパンセンターの施設

内及びその周辺地域で知事が別に定める地域に所在する事務所若しくは事業所に勤務する者又は

当該事務所若しくは事業所で事業を行う個人がある世帯とする。 

２ 条例第三十六条の二第一号ロの規則で定めるものは、次に掲げる世帯とする。 

一 子育て世帯 同居親族に十八歳未満の者がある世帯 

二 高齢者世帯 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成十三年国土交通省令第百

十五号）第五条に掲げる要件を満たす者がある世帯 

三 障がい者世帯 第一条の二第二号から第四号まで及び第六号から第八号までの規定に該当し、

かつ、同居親族がある世帯又は同居親族に同条第二号から第四号まで及び第六号から第八号ま

での規定に該当する者がある世帯 

四 その他特に居住の安定を図る必要があるものとして知事が認める世帯 

３ 条例第三十六条の二第二号の規則で定める基準は、公営住宅法施行令（昭和二十六年政令第二
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百四十号）第一条第三号に規定する収入（その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適

当である場合においては、知事が認定した額。以下この章において「所得」という。）が十五万

八千円以上四十八万七千円以下とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、条例第三十六条の二第二号の規則で定め

る基準を満たすものとする。 

一 所得が十五万八千円に満たない者のうち、就職等により所得の上昇が見込まれる者であつて、

特別賃貸住宅に入居させることが適当であると知事が認めるもの 

二 災害により滅失した住宅に居住していた者であつて、特別賃貸住宅に入居させることが適当

であると知事が認めるもの（所得が四十八万七千円以下の者に限る。） 

三 前号に掲げる者のほか、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特別

賃貸住宅に入居させることが適当であると知事が認める者（所得が四十八万七千円以下の者（十

五万八千円に満たない者にあつては、所得の上昇が見込まれる者）に限る。） 

（特別賃貸住宅の家賃等） 

第二十一条の三 条例第三十六条の三第一項の規則で定める額は、次の表のとおりとする。 

住宅名 部屋種別 床面積（平方メートル） 金額（円） 

ソピア・フラッツ 単身用 一ＤＫ 二五・六三 三九、六〇〇 

 二ＤＫ 四〇・八二 四六、八〇〇 

単身用・世帯用 一ＬＤＫ 五一・二七 五一、二〇〇 

二ＤＫ 五一・二七 五一、二〇〇 

一ＬＤＫ 五五・〇七 五五、〇〇〇 

 二ＤＫ 五五・〇七 五五、〇〇〇 

世帯用 三ＬＤＫ 七六・九〇 六七、八〇〇 

２ 条例第三十六条の三第二項の規則で定める入居者負担額は、次の表のとおりとする。 

住宅名 部屋種別 
床面積（平方メー

トル） 
所得の区分 金額（円） 

ソピア・フラ

ッツ 

単身用 一ＤＫ 二五・六三 二三八、〇〇〇円未満 二九、七〇〇 

   二三八、〇〇〇円以上 三一、二〇〇 

   二六八、〇〇〇円未満  

   二六八、〇〇〇円以上 三二、九〇〇 
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   三二二、〇〇〇円未満  

   三二二、〇〇〇円以上 三五、四〇〇 

   四四五、〇〇〇円未満  

   四四五、〇〇〇円以上 三九、三〇〇 

   六〇一、〇〇〇円未満  

   六〇一、〇〇〇円以上 家賃の額に同じ。 

 二ＤＫ 四〇・八二 二三八、〇〇〇円未満 三九、二〇〇 

   二三八、〇〇〇円以上 四一、五〇〇 

   二六八、〇〇〇円未満  

   二六八、〇〇〇円以上 四四、二〇〇 

   三二二、〇〇〇円未満  

   三二二、〇〇〇円以上 家賃の額に同じ。 

単身

用・世帯

用 

一ＬＤＫ 五一・二七 二三八、〇〇〇円未満 四五、四〇〇 

  二三八、〇〇〇円以上 四八、三〇〇 

   二六八、〇〇〇円未満  

   二六八、〇〇〇円以上 家賃の額に同じ。 

 二ＤＫ 五一・二七 二三八、〇〇〇円未満 四五、四〇〇 

   二三八、〇〇〇円以上 四八、三〇〇 

   二六八、〇〇〇円未満  

   二六八、〇〇〇円以上 家賃の額に同じ。 

 一ＬＤＫ 五五・〇七 二三八、〇〇〇円未満 四八、八〇〇 

   二三八、〇〇〇円以上 五一、九〇〇 

   二六八、〇〇〇円未満  

   二六八、〇〇〇円以上 家賃の額に同じ。 

 二ＤＫ 五五・〇七 二三八、〇〇〇円未満 四八、八〇〇 

   二三八、〇〇〇円以上 五一、九〇〇 

   二六八、〇〇〇円未満  

   二六八、〇〇〇円以上 家賃の額に同じ。 
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世帯用 三ＬＤＫ 七六・九〇 二三八、〇〇〇円未満 六三、六〇〇 

   二三八、〇〇〇円以上 家賃の額に同じ。 

（準用） 

第二十一条の四 第二条、第四条から第九条まで、第十一条から第十四条まで及び第二十条の規定

は、特別賃貸住宅について準用する。この場合において、別記第一号様式、別記第七号様式及び

別記第九号様式中「収入」とあるのは、「所得」と読み替えるものとする。 

第四章 社会福祉法人等による公営住宅の使用 

（使用許可の申請の手続） 

第二十二条 条例第三十七条第一項の規定により公営住宅の使用許可（以下この章において「使用

許可」という。）を受けようとする者は、公営住宅使用許可申請書（別記第二十八号様式）によ

り知事に申請しなければならない。 

２ 公営住宅使用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令（平成八年厚生省・建設省令第一号）第

一条に規定する事業（以下「援助事業」という。）を運営すること又は運営する見込みである

ことを証する書類 

二 当該公営住宅における援助事業の対象者の名簿 

三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

（使用許可の期間） 

第二十三条 使用許可の有効期間は、一年を超えない範囲内で知事が定める期間とする。 

（使用許可書の交付） 

第二十四条 知事は、使用許可を認めた場合は、公営住宅使用許可書（別記第二十九号様式）を申

請者に交付するものとする。 

（申請内容の変更） 

第二十五条 使用許可を受けた者は、第二十二条第一項の規定による申請又は同条第二項の規定に

より添付する書類の内容に変更が生じたときは、速やかに知事に届け出なければならない。 

（準用） 

第二十六条 第十一条第二項及び第三項並びに第十四条の規定は、社会福祉法人等による公営住宅

の使用について準用する。 

第五章 補則 
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（駐車場の使用） 

第二十七条 条例第四十二条の規定により駐車場の使用許可を受けようとする者は、駐車場使用許

可申請書（別記第三十号様式）を知事に提出しなければならない。 

２ 条例第四十四条第一項に規定する知事が別に定める駐車場は、北方住宅に係る駐車場のうち、

地上階に設置する駐車場とする。 

３ 駐車場の使用について必要な事項は、別に定める。 

（明渡届） 

第二十八条 条例第四十七条の規定による住宅明渡しの届出は、別記第三十一号様式によるものと

する。 

（立入検査身分証明書） 

第二十九条 条例第四十八条第三項の規定による検査に当たる職員の身分を示す証票は、別記第三

十二号様式によるものとする。 

（共同施設） 

第三十条 共同施設は、県営住宅入居者の相互の親ぼく、福利厚生、文化教養等に使用することが

できる。 

２ 共同施設は、次の各号の一に該当する場合は、使用できない。ただし、知事が特に必要がある

と認めたときは、この限りでない。 

一 政治活動、選挙運動又は宗教活動を目的とするとき。 

二 営利を目的とするとき。 

三 宿泊の用に供するとき。 

四 他の入居者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。 

３ 共同施設の使用手続その他共同施設に関し必要な事項は、別に定める。 

（管理の特例） 

第三十一条 条例第四十九条第一項の規定により公営住宅又は共同施設の管理を市町村又は岐阜県

住宅供給公社に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第二条、第六条、第七

条、第十二条、第十四条及び第十七条中「知事」とあるのは「市町村長又は岐阜県住宅供給公社

理事長」と、別記第一号様式から別記第六号様式まで、別記第十四号様式から別記第二十号様式

まで及び別記第二十三号様式から別記第二十五号様式までの様式中「岐阜県知事」とあるのは「市

町村長又は岐阜県住宅供給公社理事長」と読み替えるものとする。 

付 則 
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１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 岐阜県県営住宅管理条例施行規則（昭和三十二年五月岐阜県規則第二十七号。以下「旧規則」

という。）は、廃止する。 

３ 旧規則による許可証の交付、入居請書の提出その他の手続は、この規則の相当規定によりした

ものとみなす。 

付 則（昭和三十八年三月二十六日規則第二十二号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和四十年四月十三日規則第三十六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和四十三年七月二日規則第八十三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和四十三年十一月五日規則第百十四号） 

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。 

附 則（昭和四十五年四月一日規則第四十六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十年二月一日規則第十号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十年三月三十一日規則第二十四号） 

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。 

附 則（昭和五十年十一月十一日規則第百三十二号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十二年四月一日規則第五十号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十四年四月一日規則第三十七号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十四年十一月一日規則第百十三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十七年四月一日規則第四十三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十八年二月二十二日規則第四号） 
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１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の岐阜県県営住宅条例施行規則第六条の二の規定は、昭和五十七年八月一日以後の申請

に係る割増賃料の減免又は徴収猶予について適用する。 

附 則（昭和六十一年七月一日規則第五十三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六十三年四月一日規則第二十三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年十一月二十四日規則第七十七号） 

１ この規則は、平成元年十二月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により交付されている合格証、

許可書等の証票は、この規則による改正後の規則の規定により交付された証票とみなす。 

３ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙（以

下「旧用紙」という。）がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわら

ず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。 

附 則（平成九年三月十日規則第四号） 

１ この規則は、平成九年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙（以

下「旧用紙」という。）がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわら

ず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。 

附 則（平成十年三月十二日規則第六号） 

１ この規則は、平成十年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の日前に改正前の岐阜県県営住宅条例施行規則の規定によってした請求、手続

その他の行為は、改正後の岐阜県県営住宅条例施行規則の相当規定によってしたものとみなす。 

附 則（平成十六年九月十四日規則第八十号） 

この規則は、平成十六年十月一日から施行する。 

附 則（平成十六年十二月二十八日規則第百二十二号） 

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。 

附 則（平成十八年三月三十一日規則第二十二号） 

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 

附 則（平成十九年八月三十日規則第七十号） 
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この規則は、平成十九年九月一日から施行する。 

附 則（平成二十四年三月三十日規則第十七号） 

１ この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第十八条、第十九条第二項、第十

一号様式及び第二十六号様式の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ 平成十八年四月一日前に五十歳以上であつた者の公営住宅の入居者資格については、この規則

による改正後の岐阜県県営住宅条例施行規則第一条の二第一号中「六十歳」とあるのは、「五十

歳」とする。 

附 則（平成二十四年八月一日規則第五十八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二十四年十二月二十五日規則第八十一号） 

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十五年六月一日規則第七十七号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の岐阜県県営住宅条例施行規則第二十一条の二第四項の規定は、この規

則の施行の日以後に開始する入居者の公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格に

ついて適用し、同日前に開始した入居者の公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資

格については、なお従前の例による。 

附 則（平成二十五年十二月三日規則第百二号） 

この規則は、平成二十六年一月三日から施行する。 

附 則（平成二十六年十月一日規則第八十八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二十九年一月四日規則第一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二十九年六月三十日規則第七十二号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岐阜県県営住宅条例施行規則の規定により作

成されている用紙（以下「旧用紙」という。）がある場合においては、この規則による改正後の

同規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。 

附 則（平成二十九年十二月二十八日規則第百三号） 

１ この規則は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、公布の日から
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施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岐阜県県営住宅条例施行規則の規定により作

成されている用紙（以下「旧用紙」という。）がある場合においては、この規則による改正後の

岐阜県県営住宅条例施行規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。 

附 則（平成三十一年二月十二日規則第四号） 

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。 

附 則（令和二年三月十三日規則第十八号） 

１ この規則は、令和二年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別記第一号様式により作成されている用紙

（以下「旧用紙」という。）がある場合においては、この規則による改正後の別記第一号様式の

規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整をしたものによることができる。 

附 則（令和三年三月三十一日規則第百四十三号） 

１ この規則は、令和三年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別記第三号様式及び別記第三号様式の二によ

り作成されている用紙（以下この項において「旧用紙」という。）がある場合においては、この

規則による改正後のこれらの規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整をしたものによることがで

きる。 

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別記第四号様式、別記第七号様式、別記第八

号様式、別記第十三号様式から別記第十五号様式まで、別記第十七号様式、別記第二十六号様式

及び別記第三十一号様式により作成されている用紙（以下この項において「旧用紙」という。）

がある場合においては、この規則による改正後のこれらの規定にかかわらず、旧用紙をそのまま

使用することを妨げない。 

附 則（令和三年六月十八日規則第百九十一号） 

この規則は、令和三年七月一日から施行する。 

附 則（令和五年十二月十二日規則第七十八号） 

１ この規則は、令和六年一月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に岐阜県県営住宅条例（昭和三十五年岐阜県条例第二号）第九条（同条

例第三十六条及び第三十六条の四において準用する場合を含む。）に規定する入居者の決定及び

同条例第二十二条第二項（同条例第三十六条及び第三十六条の四において準用する場合を含む。）

に規定する入居の承継の承認がされている者については、この規則による改正前の岐阜県県営住
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宅条例施行規則（以下この項において「旧規則」という。）第六条（旧規則第二十一条及び第二

十一条の四において準用する場合を含む。）及び別記第三号様式から別記第四号様式までの規定

（これらの規定を旧規則第三十一条において読み替えて適用する場合を含む。）は、なおその効

力を有する。この場合において、旧規則第六条第一項中「連帯保証人を定め、連帯保証人変更届

（別記第三号様式の二）を」とあるのは、「緊急連絡先を定め、別に定めるところにより」とす

る。 

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別記第十八号様式、別記第二十号様式、別記

第二十四号様式、別記第二十八号様式及び別記第三十号様式により作成されている用紙（以下「旧

用紙」という。）がある場合においては、この規則による改正後のこれらの規定にかかわらず、

旧用紙をそのまま使用することを妨げない。 
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第１号様式（第２条、第21条、第21条の４関係） 
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第１号様式の２（第２条関係） 
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第１号様式の３（第２条関係） 
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第２号様式（第４条、第21条、第21条の４関係） 
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第３号様式（第５条、第21条、第21条の４関係） 
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第３号様式の２（第６条、第21条、第21条の４関係） 
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第４号様式（第６条、第21条、第21条の４関係） 
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第５号様式（第７条、第21条、第21条の４関係） 
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第６号様式（第８条、第21条、第21条の４関係） 
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第７号様式（第９条、第21条、第21条の４関係） 
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第８号様式（第９条、第21条、第21条の４関係） 
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第９号様式（第９条、第21条、第21条の４関係） 
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第10号様式（第９条、第21条、第21条の４関係） 
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第11号様式（第10条関係） 
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第12号様式（第10条関係） 
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第13号様式（第10条関係） 
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第14号様式（第11条、第21条、第21条の４関係） 
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第15号様式（第11条、第21条、第21条の４、第26条関係） 
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第16号様式（第11条、第21条、第21条の４、第26条関係） 
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第17号様式（第12条、第21条、第21条の４関係） 
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第18号様式（第13条、第21条、第21条の４関係） 
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第19号様式（第13条、第21条、第21条の４関係） 
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第20号様式（第14条、第21条、第21条の４、第26条関係） 
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第21号様式（第15条関係） 
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第22号様式（第15条関係） 
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第23号様式（第16条関係） 
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第24号様式（第17条関係） 
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第25号様式（第17条関係） 
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第26号様式（第20条、第21条の４関係） 
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第27号様式（第21条、第21条の４関係） 
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第28号様式（第22条関係） 
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第29号様式（第24条関係） 
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第30号様式（第27条関係） 
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第31号様式（第28条関係） 
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第32号様式（第29条関係） 

 


